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（
質
問
の 

二
） 

答

弁

第

二

号 

   
衆
議
院
議
員
菅
直
人
君
提
出
丸
山
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
承
認
申
請
に
係
る
審
査
の
現
況
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
九
四
第
二
号 

昭
和
五
十
六
年
一
月
九
日 

衆

議

院

議

長 
福 

田 
 

一
殿 内

閣
総
理
大
臣
臨
時
代
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国

務

大

臣   

中 

曾 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
菅
直
人
君
提
出
丸
山
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
承
認
申
請
に
係
る
審
査
の
現
況
に
関
す
る
質 

問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

昭
和
五
十
一
年
十
一
月
二
十
七
日
付
け
で
製
造
の
承
認
申
請
が
な
さ
れ
た
「
Ｓ
Ｓ
Ｍ
―
注
射
液
」
に
つ
い
て

は
、
中
央
薬
事
審
議
会
に
お
い
て
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
に
五
回
に
わ
た
り
申
請
者
か
ら

提
出
さ
れ
た
資
料
の
す
べ
て
に
つ
い
て
十
分
な
審
議
が
行
わ
れ
た
が
、
総
合
的
評
価
に
お
い
て
そ
の
有
効
性
を

確
認
す
る
に
は
至
つ
て
お
ら
ず
、
御
指
摘
の
発
言
も
こ
の
審
議
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

中
央
薬
事
審
議
会
に
お
い
て
は
、
追
加
資
料
を
含
め
申
請
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
の
す
べ
て
に
つ
い
て
十

分
な
審
議
が
行
わ
れ
た
が
、
臨
床
試
験
成
績
資
料
、
作
用
機
序
を
裏
付
け
る
基
礎
的
資
料
、
規
格
及
び
試
験
方 



三
に
つ
い
て 

法
の
内
容
等
が
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
、
申
請
者
に
対
し
、
以
上
の
よ
う
な
観
点

か
ら
再
度
追
加
資
料
の
提
出
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

中
央
薬
事
審
議
会
に
お
け
る
ク
レ
ス
チ
ン
、
ピ
シ
バ
ニ
ー
ル
及
び
「
Ｓ
Ｓ
Ｍ
―
注
射
液
」
に
係
る
審
議
は
、

い
ず
れ
も
抗
悪
性

腫
瘍

し
ゆ
よ
う

剤
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

四 

 




